
○矢板市妊産婦医療費助成に関する条例

平成１５年３月２０日

条例第３号

改正 平成１９年３月２６日条例第１３号

（目的）

第１条 この条例は、妊産婦に対し、医療費の一部を助成することにより、疾病の

早期発見と受療を促進し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「妊産婦」とは、母子保健法（昭和４０年法律第１４１

号）第１５条第１項の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日

（ただし、妊娠の届出が受理された日の属する月の初日以前についても、明らか

に妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日）から出産（流

産及び死産を含む。以下同じ。）した日の属する月の翌月の末日までの女子をい

う。

２ この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

（５） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

（６） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

３ この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療

養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪

問看護療養費をいう。



４ この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付

を受ける者が負担すべき額（附加給付等があるときは、その額を控除した額）を

いう。

５ この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち保険給付

を取り扱う者をいう。

（平１９条例１３・一部改正）

（助成対象者）

第３条 この条例に定める医療費の助成の対象者となる者（以下「助成対象者」と

いう。）は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当

する妊産婦のうち、市長が交付する妊産婦医療費受給資格者証を有する者とする。

（１） 矢板市の区域内に住所を有する妊産婦（国民健康保険法第１１６条の２

の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者及び生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者を除く。）

（２） 国民健康保険法第１１６条の２の規定により矢板市が行う国民健康保険

の被保険者となる者

（平１９条例１３・全改）

（助成）

第４条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、第１号に掲げる額から

第２号に掲げる額を控除した額を助成する。

（１） 助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等に相当する額

（２） 前号の一部負担金等に係る医療機関等（薬局を除く。）の診療報酬明細

書ごとの一部負担金等の額（その額が５００円を超える場合は、５００円）の

合計額

（平１９条例１３・全改）



（助成の申請及び申請期間）

第５条 前条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

２ 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して

１年とする。

（助成金の返還）

第６条 市長は、偽りその他不正な行為により、第４条に定める助成を受けた者が

あるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることがで

きる。

（規則への委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前に廃止前の矢板市医療費助成に関する条例（昭和５６年矢板

市条例第４号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相

当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則（平成１９年条例第１３号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例

による。


